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資料３　手  数  料　一　覧

ア 福祉関係手数料 エ 農業関係手数料

イ 保健衛生関係手数料

ウ 商工業関係手数料

オ 建築・都市計画関係手数料

カ 消防関係手数料

キ その他

＜抜粋版：農業センター関係手数料＞　



 〇 資料３の見方

●算定料金が現行料金の１．５倍を超える場合

　　～「現行料金」と「改定料金」の間に「算定料金」を掲載しています。（例１）

　　　　１．５倍を超えない場合は，「算定料金」は掲載していません。（例２）

現行料金
算定料金

（1.5倍以上）
改定料金 改定率

500円 1,110円 750円 （＋ 250円 ） 1.50倍

現行料金 改定料金 改定率

500円 600円 （＋ 100円 ） 1.20倍

例１

例２

改定前の

1.5倍
←算定も1.5倍以下

A申請手数料

項目

項目 （ 改  定  額 ）

＜イメージ＞

改定前の

1.5倍
←1.5倍が上限

（ 改  定  額 ）

＜イメージ＞

A申請手数料

現行料金

算定料金

改定料金

現行料金 改定料金算定料金



( 1 )  農業センター関係手数料 4項目 〔増額2，廃止2〕

現行料金
算定料金

（1.5倍以上）
改定料金 改定率

1 470円 2,350円 700円 （＋ 230円 ） 1.49倍

2 780円 3,760円 1,170円 （＋ 390円 ） 1.50倍

3 470円 ―

4 470円 ―

農　政　部　　農業センター ☎ ６１－０２１１

( 2 )  市営牧場関係手数料 1項目 〔増額1〕

現行料金 改定料金 改定率

1 2,100円 2,210円 （＋ 110円 ） 1.05倍

農　政　部　　農業振興課 ☎ ２５－７４７０

項　　　目

（ 廃 止 ）

（ 廃 止 ）

（ 改  定  額 ）

土壌診断
一般分析

総合分析

植物体要素分析

土壌病害検査

（ 改  定  額 ）

授精牛捕獲手数料 使用期間中１頭につき

項　　　目

エ 農業関係手数料

お問合せ先

お問合せ先
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